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一般廃棄物収集運搬業務委託
特記仕様書

１．適用

２．目的

３．業務内容

４．その他

　本仕様書は、森吉ダム管理事務所の一般廃棄物収集運搬業務委託に適用する。

　本業務は秋田県森吉ダム管理事務所から一般廃棄物（可燃ゴミ、不燃ゴミ、リサイクル）
をトラック等で収集運搬し適正に処分するための業務である。

　森吉ダム管理事務所から一般廃棄物（可燃ゴミ、不燃ゴミ、リサイクル）をトラック等で
収集運搬し、適正に処分する。

　業務の実施にあたり疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項については、別
途協議するものとする。

箇所 業　　務　　内　　容 期　　間 回　　数

森吉ダム
契約日から

令和9年3月31日まで
17回

事業系廃棄物収集運搬処分

可燃ゴミ、不燃ゴミ、リサイクルゴミの
収集運搬処分

回収日：4月､10月～3月　毎月第3木曜日
　    　5月～9月　毎月第1、第3木曜日
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